
今
月
か
ら
十
二

回
に
わ
た
っ
て
、

厚
生
労
働
省
と
そ

の
関
連
す
る
独
立

行
政
法
人
、
財
団

法
人
を
通
じ
て
支

給
さ
れ
る
助
成
金

や
奨
励
金
、
給
付

金
（
以
下
、
助
成

金
等
と
記
載
し
ま

す
）
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

助
成
金
等
は
、

誰
に
何
の
目
的
で

支
給
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
事
業

主
（
※
1
）
に
対

し
て
雇
用
の
安
定

を
目
的
に
支
給
さ

れ
る
助
成
金
等
が

あ
り
ま
す
。
労
働

者
を
雇
用
す
る
、

あ
る
い
は
雇
用
し
続
け
る
こ
と
で

事
業
主
が
負
担
し
た
経
費
の
一
部

を
国
が
支
援
し
ま
し
ょ
う
、
と
い

う
も
の
で
す
。

ま
た
、
労
働
者
（
※
2
）
に
対

し
て
は
、
資
格
取
得
や
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
を
目
的
に
受
講
し
た
費
用
の
一

部
を
支
給
す
る
助
成
金
等
が
あ
り

ま
す
。

つ
ま
り
、
何
も
支
出
し
な
い
で

助
成
金
等
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
“
タ
ダ
”
で

も
ら
え
る
と
の
表
現
は
当
て
は
ま

り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
も
と
を
辿
れ
ば
助
成

金
等
は
私
た
ち
の
納
付
し
た
税
金

を
財
源
に
し
て
い
ま
す
。
当
然
に

不
正
受
給
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
必
要

な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
助
成
金
等
を
活

用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

厚
生
労
働
省
等
が
支
給
す
る
助

成
金
等
は
、
相
当
数
あ
り
ま
す
。

事
業
主
に
対
し
て
雇
用
の
安
定
を

目
的
に
支
給
さ
れ
る
助
成
金
等
で

五
〇
種
類
以
上
、
労
働
者
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
助
成
金
等
で
一
〇

種
類
以
上
あ
り
ま
す
。
支
援
の
目

的
毎
に
大
き
く
分
類
し
て
左
図
に

ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
給
申
請
に
あ
た
り
、

い
く
つ
か
の
注
意
が
必
要
で
す
。

ま
ず
、
事
前
に
計
画
書
提
出
が

必
要
な
助
成
金
等
が
あ
り
、
こ
れ

を
忘
れ
る
と
そ
も
そ
も
申
請
自
体

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
助
成
金
等

毎
に
受
給
申
請
期
限
が
異
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
う
っ
か
り
申
請
漏

れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
支
援
の
目
的
に
応
じ

て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
労
働
局
、

独
立
行
政
法
人
等
の
申
請
窓
口
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
郵
送
で
申
請

す
る
場
合
に
は
誤
送
付
の
な
い
よ

う
に
注
意
し
ょ
う
。

（
※
1
）
支
給
金
等
に
よ
り
、
事

業
主
の
要
件
が
異
な
り
ま
す
。

（
※
2
）
原
則
と
し
て
、
雇
用
保

険
一
般
被
保
険
者
で
あ
る
（
在
職

者
）
こ
と
。

例
外
と
し
て
、
雇
用
保
険
一
般

被
保
険
者
で
あ
っ
た
（
離
職
者
）

こ
と
を
、
含
め
る
支
給
金
も
あ
り

ま
す
。
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『

タ
ダ

』
で

も
ら
え
る
？
！

主
な
助
成
金
の
種
類

万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

黙
っ
て
待
つ
だ
け
で
は
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

年
金
事
務
所
や
年
金
相
談

セ
ン
タ
ー
に

★

行
く
時
間
が
無
い
方

★

遠
く
て
行
け
な
い
方

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い

※
受
付
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

回
答
は
、
受
付
日
の
翌
々
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

メールでご相談の方

ＦＡＸでご相談の方

メールアドレス
k-fujita@k-fujita-sr.com

ＦＡＸ番号
075（571)8611

相
談
ご
希
望
の
方
は
、
連
絡

先
・
生
年
月
日
・
性
別
・
で
き

る
だ
け
具
体
的
な
相
談
内
容
を

記
載
の
上
、
左
記
の
方
法
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

お
客
様
の
個
人
情
報
は
、
弊

所
の
個
人
情
報
保
護
方
針
に
基

づ
き
厳
重
に
管
理
い
た
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
」

無
料
相
談
受
付
中

助

成

金

等

支給対象者

労働者

事業主

支 援 目 的

継続就労するとき

失業後に仕事を探すとき

就職活動の支援が必要なとき

教育訓練講座を受講するとき

労働者を新たに雇い入れるとき

労働者の雇用を維持するとき

労働者の能力開発を行うとき

労働者の雇用管理改善をするとき

仕事と家庭の両立支援に取り組むと

労働条件の改善に取り組むとき

創業するとき



五
日
～
十
一
日

○
児
童
福
祉
週
間

［
厚
生
労
働
省
・
地
方
自
治
体
］

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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七
年
越
し
の
人
参
ガ
ジ
ュ
マ
ル

が
巨
大
化
し
て
き
た
の
で
、
何
か

所
も
大
枝
と
根
を
切
り
詰
め
て
仕

立
て
直
し
ま
し
た
。

一
ヶ
月
ほ
ど
室
内
に
置
い
て
い

た
と
こ
ろ
、
新
芽
が
！
。
大
手
術

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
物
の
生
命

力
に
驚
嘆
し
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

五
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

Ｑ 当社は、京都府下の事業所です。今年4月から従業

員全員に昼食の補助を行っています。給与計算上で

注意する点を教えて下さい。

Ａ 昼食など食事の補助を現物で行う場合、現物給与と

して扱われることがあります。なぜならば、同じ現

物給与であっても、①給与として課税される要件と②社会保

険料の対象となる現物給与の要件が異なるからです。

まず①ですが、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、

給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している

こと。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円（税抜き）以下であ

ること。(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使

用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税

されます。

②では、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」（厚生

労働省告示）または健康保険組合が規約で定めた現物給与の

価額で換算し、標準報酬月額や標準賞与額（社会保険料額や

傷病手当金等の給付額の基になる額）を算出します。

ただし、告示額等の3分の2以上に相当する額を食費とし

て被保険者から徴収している場合は、現物給与とはなりませ

ん。

以上の点を踏まえて、給与計算及び社会保険に関する届出

を行ってください。

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

≪例≫ 食事の価額：350円、本人負担額：180円、月20日

支給の場合

・①の要件に当てはまっているか

(1)より 350円×1/2＝175円＜本人負担180円（半分以上）

(2)より (350円－180円）×20日＝3,400円＜ 3,500円

よって、給与として課税されない。

・②の要件に当てはまっているか

ただし書きより 350円×2/3＝233,３…円

３分の２以上は234円＞ 本人負担180円（３分の２未満）

社会保険に関する届出に現物による支給として記載する。

現物支給は、給与扱い？

現 行

児童手当拠出金率

平成24年4月分

（5月納付分）から

0.13％ 0.15％

例）

Ａさん 標準報酬月額 20万円

Ｂさん 同上 28万円

Ｃさん 同上 9万8千円

≪計算式≫

20万円×0.15％＋28万円×0.15％＋9万8千円
×0.15％＝867円（拠出金額）

児
童
手
当
拠
出
金
と
は
、
児
童
手
当
等
の
支

給
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
の
拠
出
金
の

こ
と
で
す
。
拠
出
金
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
が
全
額
負
担
し
ま

す
。拠

出
金
の
額
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
一
人
ず
つ
の
標
準
報
酬
月
額
と
標
準
賞
与
額

に
、
児
童
手
当
拠
出
金
率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ

た
額
の
総
額
で
す
。


